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資料２ 

平成30年度青森支部の収支決算（暫定版） 

１．収 入 
（単位：百万円） 

  保険料収入 その他収入 計 

青 森 88,589 214 88,803 

全 国 計 9,142,915 17,973 9,160,889 

２．支 出                       
（単位：百万円）  

  
  

 医療給付費（調整後）（国庫補助を除く）   

現金給付費等 
（国庫補助等を除く） 

前期高齢者 
納付金等 

（国庫補助を除く） 

業務経費 
（国庫補助を除く） 

一般管理費 
（国庫負担を除く） 

その他支出 
平成28年度の 
収支差の精算 

特別計上分 
（業務経費の別掲） 

計 
  医療給付費 年齢調整額 所得調整額 激変緩和 

青 森 44,991 54,250 ▲1,789 ▲7,669 198 3,929 32,003 1,201 366 328 ▲102 0 82,716 

全 国 計 4,677,382 4,677,382 -  -  -  403,926 3,289,872 123,436 37,643 33,721 -  73 8,566,054 

３．収 支 差 （単位：百万円） 

収支差計 
  

    

全国平均分 地域差分 

青 森 6,087 5,786 301 

全  国  計 594,835 594,835 -  

平成30年度の青森支部の収支（全国平均分+地域差分）は、60億8,700万円 
そのうち、地域差分3億100万円が令和２年度の保険料率の算定において精
算される。 
 
青森支部は地域差分がプラスのため、収入に加算されることになる。 
＜保険料率換算 0.03％（※）引き下げ効果が見込まれる。＞ 
 
（※）平成30年度の総報酬額の実績で除して算出したものであり、令和２年度の保険料率算定時には、 

令和２年度の総報酬額の見込値で除して保険料率を算定するため、値が異なる場合があります。 

１．年齢調整額、所得調整額、激変緩和のマイナスは調整額を受け取る支部、プラスは調整額を負担する支部。 
２．「平成28年度の収支差の精算」は、平成28年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算（健康保険法施行規則第135条の7に基づき行うもの）を表す。 
３．医療給付費は、東日本大震災等による窓口負担減免措置に伴う平成30年度の協会負担分に係る窓口負担減免額を含む。 

（注）  


